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諮  問  文 

品川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱第２条の規定に基づき、

次のとおり諮問します。 

１．諮問事項 

 新庁舎の基本構想・基本計画に関する事項 

２．諮問理由 

昭和４３年に建築された本庁舎・議会棟・第三庁舎は、築５２年が経過し、建物

本体や設備の老朽化が進んでいます。また、区を取り巻く環境変化や多様化する行

政需要に対応する機能が求められていることから、区では新庁舎整備の検討を進め

ています。 

令和元年度から２年度にかけては、現庁舎の現状と課題の整理、新庁舎の建設候

補地および導入機能等を検討してまいりました。また、本年３月には庁舎機能検討

委員会から新庁舎の機能に関する事項について答申をいただいたところです。 

つきましては、これまでの検討の経過を踏まえ、新庁舎整備基本構想および新庁

舎整備基本計画を策定するにあたり、貴委員会のご意見を求めます。 

３．答申を希望する時期 

新庁舎整備基本構想案  令和３年１１月 

新庁舎整備基本計画案  令和４年 ９月 
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